
    東京都営地下鉄への中吊り広告ポスターの作成業務に係る業務 

企画提案審査要領 

 

企画コンペ参加者（以下「参加者」という。）から提出された企画提案書等について、次に定め

る審査基準に基づき、審査を行うものとする。 

 

１ 審査方法 

(1) 審査は、原則として参加者から提出された企画提案書等による書類審査とする。 

 (2) 審査委員は、企画提案書等に基づき、個別の審査項目ごとに評価・評点を行う。 

(3) (2)の評点の合計に基づき上位３者まで順位点（１位－５点、２位－３点、３位－１点）をつ

け、それを合計した総得点により順位をつける。 

なお、総得点が同点の場合には、高い順位の票を多く得た者を受託候補者に選定する。 

 

２ 審査項目及び配点（50点満点） 

審 査 項 目 審 査 観 点 倍数 配点 

１  デ ザ イ ン 

コンセプト 

○ 企画提案内容が、事業の趣旨に沿った内容となってい

るか。 

○ 南いわてへの興味・関心を喚起するようなデザインと

なっているか。 

〇 写真画像、コピー等の訴求力があるか。 

○ 実施時にふさわしい季節感があり、デザインやキャッ

チコピーが斬新であるか。 

４ 20 

２ ＰＲ効果 

○ 南いわての認知度を高めるための表現の工夫がなされて

いるか。 

○ レイアウト、配色、字体等が見やすいか。 

４ 20 

３ 業務能力 
○ 業務を確実に履行出来る組織体制が整っているか。 

○ 積算単価、数量、提案内容の整合性がとれているか。 
２ 10 

合     計 50 

 

３ 採点基準 

  各審査項目について、５点満点で評価し（＝評点）、その点数に本業務における重要度に応じて設

定する倍数を掛け合わせることにより、当該審査項目における得点を計算します。 

評点 評価 

５点 優れている 

４点 やや優れている 

３点 普通 

２点 やや劣る 

１点 劣る 
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